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文部科学省

　

⑥

　

　  配分機関への報告に併せて

⑤

調査結果の報告

　 　

不正使用の通報（告発）・相談及び調査委員会に関する対応体制

予備調査実施の指示 本調査実施の指示

   告発の合理性の確認及び
   本調査実施の要否の報告

③

②

　関係機関へ報告・協議 関係機関への報告

調査結果の公表

　

　　  配分機関への報告に併せて

　　学長への報告

調査結果の公表

○不正に関与した者の氏名・所属

○調査の内容

○公表時までに実施した措置の内容

○調査委員の氏名・所属

○調査の方法・手順

文部科学省

配 分 機 関

（競争的資金の場合）

○最終報告書を告発

等を受けた日から

２１０ 日以内に提出

○求めに応じ中間報

告書の提出

配 分 機 関

（競争的資金の場合）

○告発等を受けた日

から３０日以内に

報告

○調査方針・方法等

を協議

文部科学省

不正使用防止最高管理責任者

【学長】

不正使用予備調査委員会
❍公的研究費等不正防止計画推進委員会委員長

❍同推進委員会委員（委員長が指名する者）

❍被通報者が所属する部局長

❍必要に応じて学外有識者

山陰リーガルクリニック
【第三者機関】

財務部 財務課
【通報・相談担当者】

監 査 室
【通報・相談担当者】

不正事案に関する通報（告発）及び相談

【学内外】

各窓口への通報（告発）・相談

不正使用本調査委員会
❍不正使用防止統括管理責任者

❍不正使用防止統括管理責任者が指名する予備調査委

員会委員 若干名

❍不正使用防止最高管理責任者が指名する者 若干名

❍学外有識者 若干名


